
 

○平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一般競

争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方

法等 

平成９年12月９日告示第581号 

改正 平成11年12月10日告示第652号 

平成12年３月31日告示第185号 

平成13年11月26日告示第608号 

平成17年５月13日告示第363号 

平成19年３月30日告示第148号 

平成19年11月30日告示第475号 

平成23年11月29日告示第533号 

平成25年９月27日告示第405号 

平成27年９月29日告示第462号 

令和３年９月28日告示第369号 

 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の５第１項及び第167

条の11第２項の規定により、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等

の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要

な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等を次のとおり定めた。 

県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資

格等 

 

（競争入札参加者の資格） 

第１条 県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る競争入札に参加することが

できる者は、第４条に規定する項目について審査の結果、資格があると認めた者（以下「競争

入札参加資格者」という。）とする。 

（資格審査の申請） 

第２条 競争入札に参加する者の資格の審査を受けようとする者は、競争入札参加者資格審査申

請書（以下「申請書」という。）を平成25年以降２年目ごとの11月１日から同月30日までの間

に知事に提出しなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めたときは、随時に申

請書を提出することができる。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査の申請をすることができない。 

(1) 令第167条の４第１項の規定に該当する者 



 

(2) 資格審査の申請を行う年の10月１日（随時に申請する場合にあつては、申請しようとする

日。以下「審査基準日」という。）の属する事業年度の直前の事業年度の決算（以下「直前

決算」という。）において販売高又は製造高のない者 

(3) 審査基準日の前日までに納期限の到来した石川県税を滞納している者 

(4) 営業に関し許可又は認可を必要とする場合において、これを得ていない者 

(5) 次のアからオまでのいずれかに該当する者 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若し

くは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直

接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（申請書の添付書類） 

第３条 申請書には、次の書類を添付しなければならない。 

(1) 財務諸表（直前決算によるもの） 

ア 貸借対照表 

イ 損益計算書 

(2) 石川県税納税証明書（審査基準日の前日までに納期限の到来した石川県税に関するもの） 

(3) 消費税及び地方消費税納税証明書（審査基準日の前日までに納期限の到来したもの） 

(4) 登記事項証明書（法人の場合に限る。） 

(5) 委任状（代理人を選任した場合に限る。） 

(6) 役員等名簿 

(7) その他知事が指示する書類 

２ 申請書の用紙は、石川県総務部管財課並びに小松県税事務所納税課並びに中能登総合事務所

及び奥能登総合事務所の総務企画部企画振興課において交付する。 

（資格審査の項目） 

第４条 競争入札に参加する者の資格の審査は、次に掲げる項目について行う。 

 



 

(1) 営業年数 

審査基準日の前日までの営業年数 

(2) 役員及び従業員数 

審査基準日の前日における常勤の役員及び従業員数 

(3) 自己資本の額 

直前決算における自己資本の額（法人にあっては資本金額に準備金、積立金及び繰越利益

金の額を加えた額とし、個人にあっては純資本の額とする。） 

(4) 流動比率 

直前決算における流動資産の額を流動負債の額で除して得た百分比 

(5) 年間販売（製造）高 

直前決算における販売高又は製造高 

(6) 社会的取組の状況 

(7) 指名停止の状況 

 

（競争入札参加資格者の決定通知） 

第５条 知事は、競争入札参加資格者を決定したときは、当該資格の審査の申請をした者に通知

するものとする。 

（有効期間） 

第６条 競争入札参加資格者の当該資格の有効期間は、２会計年度（資格審査の決定通知をする

年の４月１日から翌々年の３月31日まで）とする。ただし、随時の審査による競争入札参加資

格者の当該資格の有効期間については、競争入札参加資格者の決定通知に記載する期間とする。 

（申請書の変更届） 

第７条 競争入札参加資格者は、経営の状態が申請の内容と著しく相違したとき又は次の各号の

いずれかに変更があったときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。 

(1) 住所（所在地） 

(2) 商号又は名称 

(3) 代表者の職・氏名 

(4) 役員等の職・氏名 

(5) 委任事項等 

(6) 電話番号 

(7) ファックス番号 

（入札参加資格の承継） 

第８条 知事は、入札参加資格者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、かつ、当該営業



 

を承継する場合には、申請により当該各号に定める者に当該資格を承継させることができる。 

(1) 個人の事業者が、死亡等の理由によりその営業を廃業したとき。 当該事業者の相続人 

(2) 個人が法人を設立したとき。 当該法人 

(3) 個人又は法人が企業組合又は共同組合を設立したとき。 当該企業組合又は共同組合 

(4) 合併により新たに会社が設立されたとき、又は合併によりその一方が存続したとき。 当

該設立された会社又は存続している会社 

(5) 分割により営業の全部又は一部を新たに設立した会社又は既存の会社に承継させるとき。 

当該承継した会社 

(6) 事業者が他の事業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡し

た事業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止されたとき。 当該営業の譲渡を

受けた事業者（個人の事業者を除く。） 

２ 前項の規定により入札参加資格を承継しようとするときは、資格承継申請書に営業の相続、

譲渡、組織変更、合併又は分割したことを証する書面を添えて知事に提出しなければならない。 

３ 第３条の規定は、前項の資格承継申請書について準用する。 

４ 第２項の規定による申請を知事が適当と認めたときは、資格の承継をするものとする。この

場合において、必要があるときは、競争入札参加者の資格審査及び指名基準取扱要綱に定める

等級の格付区分等を変更することができるものとする。 

（資格の取消し等） 

第９条 知事は、競争入札参加資格者が、令第167条の４第２項（令第167条の11第１項において

準用する場合を含む。）に規定する事由に該当するに至った場合は、当該資格を取り消し、又

はその事実があった後２年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人そ

の他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は公表の日から施行する。 

（旧告示の廃止） 

２ 県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な

資格等（昭和59年石川県告示第42号。以下「旧告示」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）前に前項の規定による廃止前の旧告示の規

定に基づき競争入札参加者資格を有する者の当該資格の有効期間及び施行日から平成10年３月

31日までの間に平成９年度の競争入札に参加しようとする者の資格審査等については、旧告示



 

の規定は、施行日から平成10年３月31日までの間は、なおその効力を有する。 

附 則（平成11年12月10日告示第652号） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

２ 平成11年度の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者の資格の審査については、なお従

前の例による。 

附 則（平成12年３月31日告示第185号） 

この告示は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年11月26日告示第608号） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

２ 平成13年度の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者の資格の審査については、なお従

前の例による。 

附 則（平成17年５月13日告示第363号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日告示第148号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成19年11月30日告示第475号） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

２ 平成19年度の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者の資格の審査については、なお従

前の例による。 

附 則（平成23年11月29日告示第533号） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

２ 改正後の平成９年告示の規定は、平成24年度以後の一般競争入札及び指名競争入札に参加す

る者の資格の審査（以下「入札参加者資格審査」という。）について適用し、平成23年度以前

の入札参加者資格審査については、なお従前の例による。 

附 則（平成25年９月27日告示第405号） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

２ 改正後の平成９年告示の規定は、平成26年度以後の一般競争入札及び指名競争入札に参加す

る者の資格審査（以下「入札参加者資格審査」という。）について適用し、平成25年度以前の

入札参加資格審査については、なお従前の例による。 

附 則（平成27年９月29日告示第462号） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

２ 改正後の平成９年告示の規定は、平成28年度以後の一般競争入札及び指名競争入札に参加す

る者の資格の審査（以下「入札参加者資格審査」という。）について適用し、平成27年度以前



 

の入札参加資格審査については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年９月28日告示第369号） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

２ 改正後の平成９年告示の規定は、令和４年度以後の一般競争入札及び指名競争入札に参加す

る者の資格の審査（以下「入札参加者資格審査」という。）について適用し、令和３年度以前

の入札参加者資格審査については、なお従前の例による。 

 


